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「大阪ＹＭＣＡ夏休み日本語集中コース」受講申込にあたっての 

同意事項 
 

大阪ＹＭＣＡ日本語學校の夏季集中コースでは、短期間で集中的な日本語学習を行うとともに、自国と

は文化や価値観等の異なる日本社会での生活を体験し、日本人はもちろん世界から参加する受講生との積

極的な交流を図ります。単に語学力の向上や日本についての知識の習得だけでなく、学校活動を始め様々

な学びと異文化交流をすることで、それぞれの違いに気づき、それを認め合うことで、より参加者の視野

を広げることが大きな主旨です。このような主旨からこのコースに申し込まれる方は、以下の諸事項につ

いて同意いただいた上、「受講申込書」中の同意書にご署名ください。 

 

１. 積極的な参加と自己責任 
① 別紙コース案内書および上記の主旨を十分に理解し、参加者自身の積極的な意思でこのコースに参

加いたします。 

② 申し込みなどの事務手続き、また日本への入出国および空港から市内への移動などについて、自分

自身で行うことができることが参加への前提となります。（個々の状況によっては、大阪ＹＭＣＡが

参加者を手助けいたします。） 

③ 生活、健康、学習、経費について十分に自己管理し、自らの行動に責任を持ちます。 

④ コース期間中、万一の事故等の場合、大阪ＹＭＣＡは学生の立場を最大限尊重し援助・協力いたし

ますが、学校外での事故等における損失については、一切責任を負いかねます。 
 

２.他者との協調 
授業はもちろん、プログラム全体に渡り、学校や他の参加者と協調し、お互いに充実した場を創り

出すために努力します。 
 

３.未成年者の参加 
① 参加者が満１８歳に未たない場合は、本人の同意のほかに、親もしくはそれに代わる保護者（日本

国外に在住も可）もこの同意事項を理解し、同意書に署名していただきます。また参加者の保護者

は、日本入国から帰国するまで大阪ＹＭＣＡに協力し、参加者に必要な助言、指導、援助を行って

いただきます。 

② 満１８歳未満の方は、日本国内に在住している身元引受人を必要とします。 

 

４.事前の相談 
  身体的、精神的に参加に不安のある場合は、必ず事前に相談します。 

 

５.コースの打ち切り 
この同意事項への理解が著しく見られない場合、学校長の判断によりコースへの参加をうち切ら 

せていただく場合があります。その場合、授業料の返還には一切応じられません。 

 

６.ホームステイ参加者 
① ホストファミリーの家庭の規則に従います。（規則は家族によって異なります） 

② 滞在中はホストファミリーと積極的に交流し、日本の文化や習慣について理解を深めるよう努めま

す。 

③ 事前の許可無く、ホストファミリーの情報（住所・電話番号など）を他人に教えません。 

④ １家庭につき、1 名または 2 名の参加者が滞在しますが、場合によっては 2 名以上が同時に滞在す

る可能性があることを承知します。またその同居人と協調し、尊重し合うことを約束します。 

⑤ 交通費、観光地などでの入場料や、娯楽費用、国内・国外の電話料金は自己負担します。 

⑥ 必要事項（アレルギーや持病）については、申込書にもれなく記入します。万一、記入しなかった

ために発生した事故や被害についてはすべて自己責任とします。 

以 上 
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暑期日語集中課程” 申請協議書 

 

大阪 YMCA日語學校的暑期集中課程，其目的是為了再短時間內提升日語能力，體驗與自國文化或價值觀

不同的日本社會，跟日本人‧從世界各國參加的外國人國際交流為主。不僅僅提升日文能力以及對日本的認

知，還藉由學校活動進行異文化交流。了解各自的不同處，並互相認同，擴大參加者的視野為主旨。能了

解這樣的主旨的申請人，請在「報名表」中的同意書簽名。 

 

１. 積極参與及履行的責任 

① 在申請“暑期日語密集課程” 的同時，需理解上述主旨及本協議上所提之該專案的真正目的，並認真積極地

去參加這次活動。 

② 申請人應該瞭解自己申請與辦手續進出日本國的所有程序、以及從機場至大阪市內的交通方式。(YMCA 會根據

不同情況給申請者提供一定的幫助。) 

③ 申請人要為自己的行為負責，並打理好在日本的生活、健康及學習狀態並且支付一切必須費用。 

④ 在YMCA 就學期間，如果在校外發生任何意外以及其他事故，校方將不會對此負責。但是，萬一有事故發生，YMCA 

也會竭盡所能伸出援助之手。 

２. 與他人合作 

無論是上課乃至其他活動，皆請積極與校方或其他學員彼此合作，一同努力創造出令大家感到充實的學習經驗。 

３. 未成年申請者 

① 如果申請人小於18歲，那其父母或是保證人(父母或保證人在日本國外者亦可)必須在申請人身旁閱讀並簽署這

份協議書。父母或保證人還必須在其進入日本國至回國的期間，與YMCA 合作，給與申請人監督、意見、以及幫

助。 

② 如果申請者年齡低於18歲、他/ 她必須有居住在日本的保證人或代理人，並在其照顧下才能在日本生活學習。 

４. 個人健康狀況 

由於身體或精神上的問題會對申請該專案造成影響的，請事先向YMCA 學校的老師進行諮詢。 

５. 退學 

如果申請人的行為嚴重違背了大阪YMCA 日本語學校的協議，學校的領導人將根據具體情況作出裁決，要求申請人

退出這個專案，並不予返還剩餘的費用。 

６. 寄宿家庭項目 

① 申請人要尊重寄宿所在家庭的規章制度。(每個家庭的規章制度都不同) 

② 申請人要盡可能地與寄宿家庭相互溝通，並且尊重日本的文化及生活方式。 

③ 申請人不可在沒有經過同意的情況下透露寄宿所在家庭的資訊(位址和電話號碼等等) 

④ 每個寄宿家庭，會有一名到兩名的參加者寄宿，依照情況有可能會有兩名以上的人寄住，請尊重其他的寄宿者，

並和平相處。 

⑤ 申請人應該支付所有的生活費用、例如交通費、觀光入場費、娛樂休閒以及電話費用(國內及國際通話費)等等。 

⑥ 申請人將清楚地寫下身體健康狀況(過敏、慢性疾病)。由於表格填寫的不完整或不屬實所帶來的損失、自行負

擔。 
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